
要件不備該当事項 特に注意する内容

取組実施地域の全部又は一部が公募要領別表１「対象地域」の(1)～(14)の地域に含まれていない

事業実施主体が公募要領別表１「事業実施主体」に該当しない
ハード単独提案の場合、地域協議会が存在していないと「地域協議会
の中核となる法人」に該当しない

チェックリストに記載されている提出書類が添付されていない（添付できない適正な理由が未添付）

これまで農泊推進事業を実施している
取組エリア・構成員・事務局・取組内容等がほぼ同一であり、既存取組
地域と区分、整理が出来ていない

農泊推進事業（農泊地域創出タイプ）、市町村・中核法人実施型若しくは農家民泊経営者等実施型を実施し
完了した地域ではない

令和4年度末までに農山漁村振興交付金のうち、農泊推進対策及び農山漁村発イノベーション対策（農泊
推進型）の各事業（広域ネットワーク推進事業を除く）を実施・完了した地域協議会ではない

これまでに農泊推進事業で取り組んでいない新たな取組となっていない

地域協議会内の宿泊・食事・体験等の体験コンテンツに係る料金単価の引き上げがなされていない

提案の内容が研修生の活用ではない 構成員の活用が含まれている

雇用する人材が地域おこし協力隊の地域要件と被っている。

提案の内容が地域が有する課題解決のために必要な専門的知識を持った専門家の活用ではない。 構成員の活用が含まれている

地域が有する課題解決に必要な専門的スキルが不明である。

旅館業法に基づく簡易宿所の営業許可に最低限必要となる施設の整備に係る経費が適切に積算されてい
ない。また、要望額が最低限必要となる整備に係る経費の1/2以内となっていない

市町村・中核法人実施型 事業実施期間内に竣工する見込みがない 2年間で竣工するとなっていない(工事完了しても営業開始とならない)

各事業年度の施工内容が明らかではなく、年度ごとの事業費が明確に分けられていない
施工スケジュールは2年間となっているが、経費の内訳が1年間となっ
ている

賃貸借で整備する場合、賃貸借契約が確実に行われる見込みがない（必要書類が添付されていない）
賃貸借契約の内容が、使用内容・改修内容・利用者・契約年数の制限
等が設けられ、農泊の取組が見込めない

賃貸借整備対象物件ではない
(賃貸借契約で整備する施設が、遊休施設を宿泊施設として改修するものではない（実施要領第３第２項(１)
イ（シ)に準じていない）

施設を取得する場合は、宿泊施設以外の利用(カフェ、体験)が可能で
あるが、賃貸借の場合は宿泊施設の利用に限定となっていない

これまで農家民泊経営者等実施型の施設整備事業を実施している

要望額が国費の１地域当たり上限額を超えている（特に施設整備事業追加提案の場合）

農家民泊経営者等実施型
農泊実施のための地域協議会及び中心的な役割を担う法人が設立済みではない。または、協議会及び法
人が設立されているが、事業実施区域内での宿泊、食事及び体験の提供を行う体制が整っていない

事業実施期間内に竣工する見込みがない 1年間で竣工するとなっていない(工事完了しても営業開始とならない)

旅館業法に基づく簡易宿所の営業許可に最低限必要となる施設の整備であるかが明確ではない（質の向
上以外の場合）

老朽化に伴う改修は質の向上ではない(バリアフリーとか手摺り設置等
が可能)

施設、土地を所有していない（所有していない場合、所有と見なすことができる合理的な理由がない）

これまで市町村・中核法人実施型の施設整備事業を実施している

要望額が国費の１地域当たり上限額を超えている（特に施設整備事業追加提案の場合）

農山漁村発イノベーション推進事業・整備事業　農泊推進型　要件不備事由　（審査対象外となるもの）

対策全般

（１）農泊地域創出タイプ

農家民宿転換促進費

施設整備事業（ハード）

（２）農泊地域経営強化タイプ

農泊推進事業

人材活用事業

（１）研修生タイプ

（２）専門家タイプ


